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１【提出理由】

当社は、平成30年３月29日の当社第19期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提

出するものであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成30年３月29日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 取締役５名選任の件

　　　　　 取締役として、山田英、平崎誠司、栄木憲和、駒村純一、原誠の５氏を選任するものであります。

第２号議案 補欠監査役１名選任の件

　　　　　 　　　補欠監査役として、遠山伸次氏を選任するものであります。

第３号議案 当社の取締役の報酬等の改定の件（退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション（新株予約

          権）の付与）

当社は取締役報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、当社の取締役が株価上昇の

メリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、当社の取締役の中長

期的な業績及び企業価値の向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、当社の取締役

（社外取締役を含む。）に対し、退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプション（新株予約

権）を付与するものです。

具体的には、当社の取締役に対して退任時報酬として割り当てる下記の内容の株式報酬型ストック・

オプション（新株予約権）に係る報酬等の枠を、年額100百万円（うち社外取締役分は年額20百万

円）を上限として設ける旨のご承認をお願いするものであります。

当社の取締役の報酬額は、平成11年12月17日開催の創立総会での決議により、年額200百万円以内と

なっていますが、この株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）に係る報酬等の枠は、当該報

酬枠とは別に設定するものであります。

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）は、取締役の退任後に行使することを条件としま

す。

株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の付与に際しては、当該新株予約権の公正な評価額

と同額を当該新株予約権の払込金額とし、当社は当該新株予約権の割当てを受ける当社の取締役に対

し払込金額と同額の報酬を付与し、当該報酬請求権と当該新株予約権の払込金額の払込債務とが対等

額で相殺されることにより、当社の取締役は当該新株予約権を取得することになります。

各取締役に支給する個別の報酬等の額及び内容の詳細は取締役会にご一任いただきます。

なお、第１号議案が原案どおり承認可決されますと、本議案の対象となる当社の取締役は５名（うち

社外取締役３名）となります。

退任時報酬としての株式報酬型ストック・オプションとして当社の取締役に付与する新株予約権の内

容の概要は以下のとおりです。

 
１． 新株予約権の目的である株式の数

新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、各事業年度において、当

社株式400,000株を年間の上限とする。

２． 新株予約権の総数

各事業年度において付与する新株予約権の数は、4,000個を上限とする。

なお、新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は100株とす

る。

なお、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行う場合等、付与

株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数を調整することができる。

３． 新株予約権の払込金額
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新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当ての日（以下「割当日」という。）においてブラック

ショールズモデル等の公正な算定方法により算出される新株予約権の公正な評価額と同額とする。な

お、割当てを受ける者は、当該金銭の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって新株予約権の

払込金額の払込債務を相殺するものとし、金銭の払込みを要しない。

 ４． 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

新株予約権の行使により交付を受けることができる株式１株当たりの金額を１円とし、各新株予約権

の行使に際して出資される財産の価額は、これに付与株式数を乗じた金額とする。

５． 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会に

おいて定める。

 ６． 新株予約権の行使条件

新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間（但し、最終の日が休日に当た

る場合には直後の営業日まで）に限り、新株予約権を行使することができる。但し、新株予約権者が

新株予約権の割当日以降最初に到来する取締役の任期の満了日よりも前に当社の取締役の地位を喪失

した場合、新株予約権者が当社の取締役を解任された場合、又は自己都合により退任した場合（疾

病、障害により退任した場合を除く。）は、新株予約権を行使することはできない。

その他の新株予約権の行使条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において

定める。

 ７． 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

 ８． その他の新株予約権の内容等

上記１.乃至７.の詳細及び新株予約権のその他の内容等については、新株予約権の募集事項を決定す

る当社取締役会において定める。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

   びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成(反対)割合

(％)

第１号議案
取締役５名選任の件
山田　英
平崎　誠司
栄木　憲和
駒村　純一
原　　誠

 
 

315,005
321,381
315,466
314,025
321,641

 
 

14,188
7,812
13,727
15,168
7,552

 
 
0
0
0
0
0

(注)１

 
 

可決
可決
可決
可決
可決

 
 

91.18%
93.03%
91.31%
90.90%
93.10%

第２号議案
補欠監査役１名選任の件
遠山　伸次

 
 

321,638

 
 

7,554

 
 
0

(注)１
 
 

可決

 
 

93.10%
第３号議案
当社の取締役の報酬等の
改定の件（退任時報酬と
しての株式報酬型ストッ
ク・オプション（新株予
約権）の付与）

304,215 24,986 0 (注)２ 可決 88.06%

 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認

ができていない議決権数は加算しておりません。
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